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飲酒運転の根絶
飲酒運転の根絶＝企業の社会的失墜を防ぐため

酒酔い運転 酒気帯び運転
違反点数35点 ① 呼気中アルコール濃度

欠格期間３年 0.15mg/L以上0.25mg/L未満

免許取消し 免許停止90日

② 呼気中アルコール濃度

0.25mg/L以上

違反点数25点

か 会社や家族を考えて

い 飲酒運転は犯罪

しゃ 社会的信用の喪失

の 飲んだら乗るな

え 影響力は多大

が 考えよう自分の行動

お お酒の飲み方

企業対策（事例）

□ 出勤前のアルコールチェック

□ 会社敷地内での飲酒の禁止

□ 抜き打ちによるアルコール検知

□ 違反した場合の処分規定の明示

飲酒運転は犯罪です。

あなたの家族・友人・会社全てを不幸にします。

考えてください。その後の人生。。。

交 通 安 全 通 信

酒酔い運転の罰則

運転者 車両の提供者 酒類の提供者 車両の同乗者

５年以下の懲役

または

100万円以下の

罰金

５年以下の懲役

または

100万円以下の

罰金

３年以下の懲役

または

50万円以下の

罰金

３年以下の懲役

または

50万円以下の

罰金

酒気帯び運転の罰則

運転者 車両の提供者 酒類の提供者 車両の同乗者

３年以下の懲役

または

50万円以下の

罰金

３年以下の懲役

または

50万円以下の

罰金

２年以下の懲役

または

30万円以下の

罰金

２年以下の懲役

または

30万円以下の

罰金






